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 本準備書面では、被告の第３１準備書面の第１の１項、設置許可基準規則５５条

及びその解釈に関する反論、及び、第２に対する反論を行う。 

 

第１ 設置許可基準規則５５条及びその解釈に関して 

 

１ 被告の主張 

被告は、原告が原子炉施設等基準検討チーム第２３回会合における議論から

すれば、設置許可基準規則５５条は、海洋への放射性物質の拡散対策について

「『冷却水の汚染水』対策を念頭に検討されている」と解されると主張したこと

に対して、以下のように反論している。 

すなわち、上記会合における資料４に関する議論は、ソフト面からの要求事項

を定める技術的能力審査基準案についての議論である。設置許可基準規則５５条

はハード面からの要求事項を定める規則であり、その射程を主題としたものでは

ない、ということである。 

２ 設置許可基準規則と技術的能力審査基準との関係 

設置許可基準規則は、原子炉、付属施設について設置許可の観点から要件を

定めたものである。その求める設備は、求められる措置を前提にする。技術的

能力審査基準（実用発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準 乙５９）は、そ

の名のとおり、重大事故発生・拡大の防止のために必要な措置を踏まえた上

で、必要な技術的能力を定めたものである。重大事故発生・拡大の防止に限っ

てみても、設置許可基準規則と技術的能力審査基準とは、同じ必要な措置を前

提として、前者は設備の設置を求め、後者はその設備の運用・実施を含めた技

術的能力を求めている。したがって設置許可基準規則が重大事故の拡大防止な

どのためどのような措置を求めているのか、については、技術的能力審査基準
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が「必要な措置」として何を定めているかが重要な解釈の指針となるのであ

る。両者を切り離す被告の見方は誤りである。 

３ 設置許可基準規則 

原子炉施設基準検討チーム第２２回会合の資料２の表紙及び「第５２条 工

場又は事業所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備」部分として７９

頁を抜粋したものが、被告から乙１６７として提出されている。 

しかし、実は「第５２条」部分は７９頁及び８０頁にわたるものであり、乙

１６７は８０頁部分が欠落している。（８０頁部分を加えた抜粋を、甲２１２と

して提出する。） 

 

 

 以下が、乙１６７から欠落していた８０頁部分である。 



- 5 - 
 

 

上記８０頁部分には、「ご意見の概要」として、 

「解釈案の第１項ｅ）に規定する「海洋への放射性物質の拡散を抑制する設

備」の具体的要求或いは具体例を示すべき。」 

「解釈第１項ｅ）記載の海洋への拡散抑制設備の設計要件を明確にするこ

と。」 

 が挙がっており、これに対する「考え方」は、いずれも同じ内容で、 

「具体的な対策は原子炉設置者が考え、個別審査で確認します。」 

 というものである。 

  これは、原告準備書面（３４）の１０頁に記述した「（３）チーム第２０回会

合（山形統括調整官の説明）」のとおり、（ｅ）を追加するに至った事情として

「汚染水が海洋での拡散を抑制する、そういう手段も用意しておいてください

ということで、新たに（ｅ）を追加してございます。」を受けた「考え方」に他

ならない。 
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すなわち、「ｅ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備、手段等を整備す

ること。」を解釈に追加することにより、汚染水が海洋で拡散することを抑制す

るために必要な設備、手段を原子炉設置者が設けあるいは整備することが設置

許可基準規則の解釈として明示され、事業者に義務付けられたということであ

る。 

４ 技術的能力審査基準 

  上記チーム第２３回会合において、海洋への放射性物質の拡散対策について

は、福島第一原発で重大な問題となっている「冷却水」対策を念頭に検討され

ていること、パブコメには、冷却水処理対策について、「緊急時の比較的短期の

ものから、・・中長期のものまで含むべきである」との意見があることは前述し

た（原告準備書面（３４）ｐ１１、１２）。 

  これらを踏まえて、技術的能力審査基準においては、Ⅲ．１．１２の「要求事

項」として「発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放

射性物質の拡散を抑制するために必要な手順等が適切に整備されているか、又

は整備される方針が適切に示されていること」とされ、その「解釈」１とし

て、 

a) ・・放水設備により、工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必

要な手順等を整備すること。 

ｂ） 海洋への放射性物質の拡散を抑制する手順等を整備すること。 

が規定された（乙５９ p２８）。設置許可基準規則５５条の解釈第１項 e）

と、技術的能力審査基準Ⅲ.１.１２の解釈１．ｂ）は、いずれも汚染冷却水処

理という措置を踏まえたものである。すなわち、設置許可基準規則５５条の

「工場等外への放射性物質等の拡散を抑制するために必要な設備」として汚染

冷却水の拡散抑制のための設備乃至手段が設けられあるいは整備されているこ
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とを前提として、ｂ）の「拡散を抑制する手順等」の整備が求められているの

である。 

５ 小括 

以上をもって、原告準備書面（３４）１２頁の 

「４ 小括－被告は規則５５条の趣旨から参加人に「冷却水の汚染水」の海洋

拡散抑制設備の整備を求めるべきである」 

の理由付けとする。 

 

第２ 被告第３１準備書面第２について 

 

１ 被告第３１準備書面第２、２について 

（１）同書面第２、２（１）について 

ア 被告の主張 

 被告は、「推本レシピの策定及び改訂経緯からすれば，推本レシピの

修正及び改訂は，専門家らにより構成された強震動評価部会及び強震動

予測手法検討分科会における議論を経て行われることを予定しているの

であり，強震動評価部会及び強震動予測手法検討分科会による検討を経

ず，取り分け，経験式を置き換えることの科学的合理性の検証もなされ

ないまま，経験式の置き換えを行うことは許容されていないものといわ

ざるを得ない」と従来の主張を繰り返す。 

イ 被告自身の矛盾した主張とレシピの限界 

 被告は、「推本レシピは、基準地震動の策定にあたって必ず用いるこ

とが求められているものではなく、飽くまで、個別の地震動評価を行う

際に参考とすることができる知見の一つである」、として自ら上記と矛

盾する主張をしている（被告準備書面（３１）１３頁※４ 下線は原告

が付したもの）。川内原子力発電所においては、レシピによらない方法
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で地震モーメントを求めた申請がなされており、これが許可されたこと

は既に指摘した（原告準備書面（２３）１６頁）。経験式の置き換えを

含め、レシピによらない方法をとることは決して否定されていないので

ある。 

 レシピは、「１．特性化震源モデルの設定」、「２．地下構造モデル

の作成」、「３．強震動計算」及び「４．予測結果の検証」という４段

階の構成をとっている。モデルという用語が繰り返されているように、

震源あるいは地下構造などそのものが正確に認識できるとは限らないこ

とが自覚されている。そのため「３．強震動計算」によって得られた数

値は、必ずしも信頼できるものとはしていない。「４．予測結果の検

証」において、震度分布との比較、観測波形記録等との比較を求め、問

題がある場合は、震源特性あるいは地下構造のモデルの見直しを行う、

としている。この「見直し」をしたモデルから再度「３．強震動計算」

をせよ、ということである。すなわちレシピはそれ自身決して完成した

ものではなく、強震動計算によって求められたとする数値に相当の誤差

が含まれうることをレシピ自身が想定していることを示している。 

ウ 問題の所在 

本件の大飯３・４号機の基準地震動Ｓｓは、地震記録がなく従って震

源インバージョンによらずに得られた断層面積Ｓから入倉・三宅式を用

いて地震モーメントＭ０を得て、導かれている。問題は、断層面積から

経験式を用いて地震モーメントＭ０を得るに際して、すなわちレシピの

１．１．１ 巨視的震源特性（ア）「過去の地震記録に基づき震源断層

を推定する場合や詳細な調査結果に基づき震源断層を推定する場合」

（平成２１年１２月２１日改訂版及び平成２８年６月１０日改訂版（甲

１５６号証・付録３－３及び３頁） なお平成２９年４月版は「過去の

地震記録や調査結果などの諸知見を吟味・判断して断層モデルを設定す
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る場合」という表現をとっている（乙８７・３頁））において、本件の

ように震源インバージョンによらずに得られた断層面積Ｓから入倉・三

宅式（（３）式）を用いて地震モーメントを求めることが過小評価とな

り合理性を欠くかどうかである。これが過小評価であり合理性を欠くと

いうことになれば、他の経験式の採用も含めた検討がなされなければな

らないのは当然である。 

（２）同書面第２、２（２）ア・・・入倉・三宅式の地震データによる確認・

検証 

ア 被告の主張 

 被告は、「「入倉・三宅式（２００１）」が震源断層面積Ｓと地震モ

ーメントＭ０との関係を表す経験式として適切なものであることは， 

その策定後において，近年国内で起きた地震観測データ（１９９５年以

降の複数の内陸地殻内地震のデータ）と整合すること等を通じて確認・

検証されて」いるとする。被告は１９９５年以後の複数の内陸地殻内地

震について震源インバージョンを行って得られた震源断層面積を入倉・

三宅式に代入して得られた地震モーメントが実際のものと整合している

ことが確認された、とするものである。しかしこれは２点の誤りがあ

る。第１は、本件のように地震記録がなく、震源インバージョンによら

ずに断層面積を得て、入倉・三宅式を用いる場合の検証にはならないと

いうことである。第２は、被告が指摘する震源断層面積は震源インバー

ジョンによって得られたとはいえないことである。 

イ 震源インバージョンによらずに断層面積を得た場合の検証ではない

こと 

（ア） 入倉・三宅式のデータセットには２種類あること 

レシピは、断層面積Sから地震モーメントM0を求める経験式とし

て 
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Somerville et al式（（２）式） 

入倉・三宅式（（３）式） 

Murotani et al式（（４）式） 

を示し、入倉・三宅式の適用は、Ｍ０＝７．５×１０１８（Ｎ・ｍ）

以上Ｍ０＝１．８×１０２０（Ｎ・ｍ）以下、とする（甲１５６・４

頁）。 

 シナリオ地震の強震動予測（入倉孝次郎 三宅弘恵）（甲第９６

号証）はこの入倉・三宅式の根拠を紹介した論文である。その図

７（同号証８５８頁）が入倉・三宅式のデータセットを示す。こ

れによると入倉・三宅式のデータセットは大きく分けて以下の２

種類がある。 

震源インバージョンによるデータ 

黒丸 Somerville et alのデータ Miyakoshiの私信に

よるデータ 

灰丸 low angle dip-slip fault 

震源インバージョンによらないデータ 

白丸 Wells and Coppersmithのデータ 

図７で左下から右上角に伸びる黒線はSomerville et al式

（（２）式）を示す。このデータセットは、上記の黒丸の一部であ

るSomerville et alのデータである。この（２）式は、震源イン

バージョンによるデータである黒丸 Miyakoshiの私信によるデー

タや灰丸 low angle dip-slip faultのデータとも整合するよう

にみえる。しかし、白丸 Wells and Coppersmithのデータは明ら

かに（２）式とは整合しない。入倉・三宅はこの図７の説明にお

いてまず、黒線がSomerville et al(1999)によるものであること

を示したうえで、「白丸印でWells and Coppersmith(1994)のカタ
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ログのデータは地震モーメントが１０２６ｄｙｎｅ－ｃｍを超える

大きな地震で系統的なずれを示す」としている。震源インバージ

ョンによるSomerville et alのデータと震源インバージョンによ

らないデータとでは系統的なずれを示しているところ、入倉・三

宅はこの系統的なずれがある二種類のデータを併せて、地震モー

メントが７．５×１０２５ｄｙｎｅ－ｃｍより大きい場合に適用さ

れる式として入倉・三宅式（（３）式）を導き出した。入倉・三宅

式（（３）式）は、Somerville et al式（（２）式）と対比する

と、地震モーメントが７．５×１０２５ｄｙｎｅ－ｃｍ（上記の

７．５×１０１８（Ｎ・ｍ）と同じである）より大きい領域で、式

を下方に曲げたような外観を呈する。同じ断層面積に対してより

大きな地震モーメントが導かれる式に修正したともいいうるので

ある。 

（イ）２種類のデータを同一視してよいのか 

 上記のように入倉・三宅自身が、震源インバージョンによるデ

ータと震源インバージョンによらないデータとでは「系統的なず

れ」があることを認めている。断層面積を導き出す手法が異な

り、系統的なずれを示すデータを同じように扱ってよいのか理論

的には疑問が残るところである。 

この入倉・三宅式のデータセットのうち、７つの地震につい

て、震源インバージョンによるデータと震源インバージョンによ

らないデータの双方があることがわかっている。そのうち４つの

データについて断層面積を対比したところ、１．４～２．６倍も

の相違があることは既に指摘した（原告準備書面（２８）４頁）。 

震源インバージョンによるデータと震源インバージョンによら

ないデータでは、断層面積を求める手法が異なるばかりか、実際



- 12 - 
 

の断層面積に相違が生じ、両者の間には系統的なずれ（断層面積

に対応する地震モーメントに系統的な相違があること）があるの

で、これを同一視してよいかどうか疑問があるところ、入倉・三

宅式はこれを同一のデータセットに含めていることになる。 

（ウ）震源インバージョンによらないデータで検証が必要な事 

内陸地殻内地震において基準地震動を求める場合、ほとんどの

場合過去の地震記録がない。従って震源インバージョンによって

断層面積を得ることができない。地震モーメントが 

７．５×１０２５ｄｙｎｅ－ｃｍより大きい領域で、入倉・三宅式

のデータセットのデータは合計５３個のところ、震源インバージ

ョンによらないWells and Coppersmithのデータが４１個であり、

全体の８割近くになる。この震源インバージョンによるデータと

震源インバージョンによらないデータを対比すると入倉・三宅自

身が認めるように「系統的なずれ」がある。すなわち、上記の入

倉・三宅（２００１）の図７によれば、震源インバージョンによ

るデータに比べて震源インバージョンによらないデータでは、よ

り大きな地震モーメントＭ０が導かれるのである。従って、入倉・

三宅式を検証するのであれば、震源インバージョンによらないデ

ータによる検証が当然必要なところ、それはなされていないので

ある。 

本件のように、震源インバージョンによらずに断層面積Ｓが求

められる場合について、入倉・三宅式の検証はなされていないの

である。 

ウ 被告の検証は震源インバージョンによって得たデータによるといえ

るか 

 被告は、「近年国内で起きた地震観測データと整合すること等を通じ
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て確認・検証され」たとするが、国内の地震観測データから震源インバ

ージョンによってえられた断層面積（断層破壊域）なるものについて

は、ほとんどがSomerville et alの規範によってトリミングされたもの

ではないことは被告も認めている。Somervilleは、その規範によるトリ

ミングをしたものを破壊領域（断層面積）と定義しているが（甲１６

１）、研究者が震源インバージョン解析に当たって当初仮定したにすぎ

ないものは、この定義に合致しないことは明らかである。この仮定は研

究者によって異なることが当然考えられ、本来一義的に確定すべき断層

面積が確定できないという奇妙なことになるのである。 

（３）同書面第２、２（２）イ及びウ 

ア 釜江意見書とその問題点 

被告は、釜江意見書（乙２０８）を引用して「本来の入倉・三宅式で

はない、島﨑氏が独自の基準に基づいて変形した“断層長さＬ‐地震モ

ーメントＭ０関係の式”を用いて入倉・三宅式を批判する」と非難す

る。しかしこれはためにする批判といわなければならない。なるほど島

﨑氏は、断層幅Ｗに定数を与えて、“断層長さＬ‐地震モーメントＭ０

関係の式”を用いた。しかしこれは、当の入倉孝次郎氏も、釜江克宏氏

も、そしてまたレシピも考え方としては容認しているのである。 

イ 入倉・三宅（２００１）及び釜江意見書の見解 

 入倉・三宅（２００１）（甲９６・８５７頁）は、「内陸の活断層地震

の断層幅Ｗは、・・・ある規模以上の地震に対して飽和して一定値とな

ることがわかる」としている。同書ではこの一定値の断層幅をＷＭＡＸと

し、これを１６．６㎞あるいは１７．１㎞としている。そしてＬ≧２０

ｋｍに対してＷ＝１６．５９ｋｍが得られた、ともしている（同号証８

５８頁・図６の説明）。 

釜江氏は意見書（乙２０８・６頁）において「ある規模以上の地震に
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なると幅Ｗが地震発生層を飽和する」として同様の見解を示している。

この「ある規模」は具体的に示されていない。釜江氏のレシピの解説

（乙１５５・４６頁）では、「Shimazaki(1986)の考え方に従って、７．

５×１０２５ｄｙｎｅ－ｃｍ以上の地震モーメントの地震については、

地震発生層の厚さ限界に伴い震源断層の幅Wが飽和する」とあり、入

倉・三宅式の適用範囲（第２ステージ）全体において断層幅Ｗが飽和し

ているともとれる表現がある。 

レシピも、入倉・三宅（２００１）を踏まえて「内陸地殻内の活断層

で発生する地震の震源断層モデルの幅Ｗが地震発生層の厚さＴｓに応じ

て飽和して一定値となる」としている（甲１５６・３頁）。 

ウ まとめ 

 入倉・三宅式の立場あるいは釜江氏の立場からしてもある程度以上の

地震については断層幅Ｗが飽和しており、一定値とすることを認めてい

るのである。上記釜江氏のレシピの解説では、「Shimazaki(1986)の考え

方に従って」との記述もあり、島﨑の考え方を容認していることもあき

らかである。上記の被告が引用する釜江意見書の文章は、ためにする島

﨑批判ともいうべきであり、釜江氏自身の見解にも反しているのであ

る。 

２ 被告第３１準備書面、第２、３に対する反論 

（１）被告の同書面における主張 

  被告は「推本レシピを適用して地震動評価を行う際には同レシピに規定さ

れる『壇ほか式』を用いて、短周期レベルＡを求めるのが適切である」とし

て、原告らが「片岡ほか式」を用いるべきとする主張について、片岡ほか式

そのものの妥当性自体が検証されていないからレシピ（１２）式（壇ほか式）

を片岡ほか式に置きかえることはできないと主張する。 

（２）原告らの主張とレシピの矛盾 
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ア 「壇他式」の矛盾 

レシピは、「短周期レベルＡとアスペリティの総面積Ｓａ」の項目にお

いて、「アスペリティの総面積Ｓａ（ｋｍ２）は、強震動予測に直接影響を

与える短周期領域における加速度震源スペクトルのレベル（以下、短周

期レベルと呼ぶ）と密接な関係がある。したがって、震源断層モデルの

短周期レベルを設定した上で、アスペリティの総面積Ｓａ（ｋｍ２）を求

めることとする」（乙８７・９頁）と述べている。 

その上で、壇ほか式をレシピ（１２）式として採用し、「アスペリティ

の総面積Ｓａ（ｋｍ２）はＳａ＝πｒ２より求められる。ここでは便宜的に

震源断層とアスペリティの形状は面積が等価な円形と仮定する」という

仮定を入れて、レシピ（１３）式が導き出される。 

この（１３）式を用いてアスペリティ面積Ｓａの断層面積Ｓに対する比

γ＝Ｓａ／Ｓを、入倉・三宅式（または武村式）のようにＭ０が断層面積

Ｓの２乗に比例する関係、及び、短周期レベルＡがＭ０のａ乗に比例する

という関係（Ａ＝ＫＭ０
ａ）を前提にすると、 

γ＝ｋＭ０
１－２ａ 

となる。 

そして、「壇ほか式」においては、その経験式の傾きａは１／３であり、

１／２よりも小さいため上記式の右辺の指数（１－２ａ）は常に正の数

になることは明白であり、したがって、γは法則的に増加する。γが法

則的に増加していくということは、Ｓａ／Ｓが増加するわけであり、必然

的にアスペリティ面積が異常に大きくなるという矛盾が生じる。 

イ レシピの対処・・・ｂルートの設定 

レシピにこの必然的な矛盾をかかえたため、レシピはやむなく２つの

方法を作った。被告の表現で言えばａルートとｂルートである。 

  レシピの付図２（乙８７ ４４頁）を見ると、（１２）式から（１３）
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式を経て「アスペリティの総面積Ｓａ」をだすルート（被告はこれをａ

ルートと呼ぶ）と、「長大な断層」の場合 Somervill et al(1999)によ

る断層面積の約２２％をアスペリティ総面積にするというルート（被

告はこれはｂルートと呼ぶ）の「つぎはぎレシピ」にしている。 

  つまり「長大な断層」の場合は、アスペリティ面積が非現実的な数

字となるので「壇ほか式」（１２式）などを用いず、断層面積の約２２％

をアスペリティ総面積の推定に置き換えたのである（乙８７・１０頁）。 

ウ ａルートでも問題が解決されていないこと 

このレシピの方式に従って、参加人は大飯原子力発電所の関係で、

その地震動を評価して、「大飯発電所地震動評価について」（平成２６

年５月９日 関西電力株式会社 甲１３９）を原子力規制庁に提出し

ている。 

これをみると、その断層パラメータの設定のフローがチャート式図

で表示されているが、その矢印をたどっていくと、巨視的パラメータ

のところで、「断層面積Ｓ」から、「入倉・三宅（２００１）または

Somervill et al(1999)」に基づいて「地震モーメントＭ０」を算出し、

「短周期レベルＡ」から「Boatwright(1988)」「壇・他（２００１）」

に基づいて「アスペリティ面積Ｓａ」を出し、そのＳａが「断層面積Ｓ

の３０％を超えるか？」と問うて、「３０％を超える」と「アスペリテ

ィ面積ＳａｉをＳａ＝０．２２Ｓ」として「各アスペリティの面積Ｓａｉ」

を決定し、「各アスペリティのすべり量をＤａｉ、背景領域のすべり量Ｄ

ｂ」を算出する方式を示している。 

上記「Boatwright(1988)」はレシピの（１４）式、「壇・他（２００

１）」はレシピの（１５）式である。レシピはこの二つの式から（１３）

式が導き出されるとしている（乙８７・１０頁）。この計算方法は、短

周期レベルＡから（１５）式を用いたものであり、上記の aルートに
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よったことになる。そしてアスペリティ面積が総面積の３０％を超え

るという非現実的な数字がでたので、これを２２％に置き換えたので

ある。 

エ 壇ほか式を用いる限り矛盾は解消されないこと 

上記のように壇ほか式では、アスペリティ面積が異常に大きくなる

という矛盾がある。レシピでは、長大な断層の場合、壇ほかの式など

を用いてアスペリティを算出することをあきらめ、一律に断層面積の

２２％と推定した。しかし「長大な断層」ではなくても、すなわち上

記の a ルートの場合であっても、壇ほか式をもちいてやはり非現実的

なアスペリティ面積を導き出したことを被告自ら認めたものである。

「壇ほか式」を用いることが非合理であることはあきらかである。 

オ 「片岡ほか式」を用いるべきこと 

「つぎはぎ」問題以上に、原告らは、「片岡ほか式」を採用すれば「壇

ほか式」では地震動評価が過小評価になる致命的欠陥を解消できるこ

とを主張してきた。にもかかわらず、被告は、国民の生命身体の安全

性を犠牲にする不合理な「入倉・三宅式」及び「壇ほか式」を採用し

てきた。 

（３）被告が本来主張すべきこと 

ア 以上のように、これまで詳細に原告らは上記主張を展開してきた。被

告が好んで使用するレシピパッケージ論は、その整合性・体系性を重視

する言葉と理解しうるが、しかし、「つぎはぎレシピ」では誠にもってど

こにも自慢のできる代物ではあるまい。 

イ 被告は国であり、原子力行政を掌る責任官庁であるから、原告らから

理路整然たる主張のもとで矛盾を指摘されれば、原子力行政の責任者と

して、片岡ほか式について「検証」が必要であると考えれば、責任官庁

として費用や組織を使って自ら「検証」するのが義務ではないのか。 



- 18 - 
 

原告らの適切な指摘に対して、言を左右にして問題を誤魔化さず、レ

シピの矛盾を解消する努力をするのが当然であり、「片岡ほか式」の「検

証」がなされていないなどと責任転嫁と責任逃れなどなすべき道理のな

いものと考える。 

以上 


